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令和 2（2020）年 7月市長定例記者会見の概要と質疑応答 

  
 

令和 2（2020）年 7月 2日（木曜日） 

  午前 11 時～午後 0時 13 分 

  柏崎市役所大会議室 

 

1 発表事項 

 

（1）必見！柏崎の海の大花火の世界が動画でまるわかり―今年の 7月 26 日は動画で「海の

大花火」を楽しもう 

（主管：商業観光課） 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、今年のぎおん柏崎まつりは中止させていただき

ました。その代わりに、この機会をある意味、新しいチャンスと捉え、あらためて柏崎の自

慢の海の大花火大会を、花火を打ち上げていただいている片貝煙火工業の本田社長にも協力

をいただき、YouTube で動画配信します。配信日は 7月 26 日です。本田社長と私の対談も配

信されますが、これは近々収録予定です。この機会に、本田社長の柏崎の海の大花火大会に

対する思い、自慢の海中花火などに対する苦労なども含めて、いろいろなお話を伺えるので

はないかと私自身も楽しみにしています。 

YouTube 配信の他に、BS フジからは7月 26日に動画配信をしていただき、8月 30日には、

ハウステンボスと片貝の花火を含めたダイジェスト放送をしていただきます。またNSTやNCT

からも配信をしていただく予定です。海の大花火大会の魅力を違う観点から見出していただ

ければありがたいと思います。 

 

（2）総額 1,320 万円の商品券が当たる！元気発信スタンプラリー開催中 

（主管：商業観光課） 

 新型コロナウイルス感染症に対する経済対策の一つで、はなまるクーポンをさらに充実さ

せたスタンプラリーです。今年行われたはなまるクーポンは、参加店が約 200 店舗で当選総

額が 100 万円でしたが、今回は参加店が 345 店舗以上で総額が 1,320 万円です。内訳は 2万

円券が 60本、1万円券が 800 本、5千円券が 800 本、さらに特別賞として、葉月みのりの新

米が 200 人に当たります。期間は 7月 1日から 8月 23 日までで、抽選を 7月下旬と 8月下旬

の 2回行います。かなりの確率で当たると思いますので、ぜひ市民の皆さんにはこの元気発

信スタンプラリーにご参加いただきたいと思います。 
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（3）お待たせしました！海辺でバーベキュー＆キャンプ！kashiwazaki Central Beach（か

しわざきセントラルビーチ）がオープン 

       （主管：商業観光課） 

 議会の方々からも、柏崎中央海岸、つまりこのセントラルビーチの使い道として、キャン

プやバーベキューなども必要ではないかという意見があり、観光協会の方々を中心にこの設

えをさせていただきました。シーユース雷音の前の芝生の広場にバーベキューエリア、夕日

のドームの北側の芝生にキャンプエリアを開設します。新型コロナウイルス感染症対策とし

て、入場制限などを行いながらかしわざきセントラルビーチをオープンします。海の新しい

楽しみ方の具体的な一つのステップとなります。 

 

（4）米山プリンセス新パッケージアイデアを募集中 

（主管：農政課） 

米山プリンセスはおかげさまで非常に高い評価をいただいていますが、知名度がなかなか

上がってきません。パッケージデザインを募集する中で、米山プリンセスの知名度も上げて

いきたいと思っています。すでに 5、6件の応募があり、なるほどと思われるようなものもい

くつかありました。締め切りは 8月 31 日ですので、ぜひたくさんの方々に応募していただき

たいと思います。賞品は米山プリンセス 10キログラムとぎおん柏崎まつり海の大花火大会の

有料観覧席を 1人に、米山プリンセス 5キログラムを 2人に差し上げます。今後の天候や農

家の方々に期待しながら、そしてパッケージデザインを考えている方々にもぜひお力添えを

賜りたいと思っています。 

 

（5）7月 1 日から U・Iターン促進住宅支援事業補助金の申請期限を延長          

（主管：元気発信課） 

これはすでに柏崎に U・Iターンをしてこられた方から直接お聞かせいただいたご要望でし

た。従来は、住民登録をした日から 1カ月以内に申請をしないと、最大で 48万円の家賃など

の補助を受けることができない制度でした。しかし、1カ月はあまりにも短いというご意見

をいただき、今般、住民登録をした日から 1年以内と改めさせていただきました。また、申

請可能額も最大 48 万円から 60万円に上げさせていただきました。世帯に中学生以下のお子

さんが 1人以上いらっしゃる場合に月額 5千円を加算させていただくという制度にさせてい

ただき、賃貸住宅契約に係る費用分を廃止させていただきました。遡及して適用されますの

で、例えば 4月からすでに柏崎に転入された方でも申請が可能です。 
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（6）令和元（2019）年度消費生活センターへの相談状況―相談件数は 776 件、斡旋解決に

よる救済額は 1,225 万円 

（主管：市民活動支援課） 

相談件数は前年比で 776 件減り、斡旋解決救済金額は 1,225 万円でした。今朝、35年前の

悪徳商法の事件をテレビ報道で見ましたが、今でも詐欺まがいの行為が横行していて、その

中で消費者たる市民の皆さんから相談を受けているのがこの消費生活センターです。件数が

前年対比で減ったのは、架空請求ハガキ相談が減ったことが主な要因です。令和元年度相談

者のうち、最年少の契約者は 10歳で、最年長の契約者は 98 歳でした。今の時代は契約者の

年齢層が広がっていて、消費生活センターには、着実に仕事をしていただいています。 

 

（7）今年の地域懇談会は書面で地域の課題や提案を伺います 

                                  （主管：総務課） 

年 1回それぞれの中学校区に出向き、直接地域の方々のご要望やご意見などを聞かせてい

ただく地域懇談会ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため中止します。

ご要望などは書面でお聞かせをいただき、それに対して、私も書面でお答えする形式にさせ

ていただきます。 
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2 質疑応答 

◎元気発信スタンプラリーに関する質問 

 

記者：参加登録店の周知はどのように行うのか。 

 

市長：広報かしわざき 7月 5日号と一緒に全戸配布して周知します。 

 

記者：消費マインドがかなり下がっていると思うが、このスタンプラリーを行うことによっ

てどのように向上させていくか。 

 

市長：商工会議所、FM ピッカラや市民の皆さんの口コミなどの力もお借りしながら、これま

でよりも金額が大きく当たりやすいことを周知して、消費マインドを向上させて地元のお店

を使っていただきたいと思っています。 

 

◎かしわざきセントラルビーチに関する質問 

 

記者：バーベキューやキャンプは機材を全てレンタルできるようなシステムが人気だが、将

来的にその辺りまで拡充して観光客の誘致に結び付けるような施策になるのか。 

 

市長：今年は機材の持ち込みが必要ですが、来年度以降、貸し出しなど拡充していく予定で

す。 

 

◎U・Iターン促進住宅支援事業補助金に関する質問 

 

記者：新型コロナウイルス感染症の影響で地方移住が注目されているが、感染症拡大以降、

U・Iターンの問い合わせが増えたということはあるか。また、他にこのような補助金や U・

I ターンに対して投資するような施策は考えているか。 

 

市長：以前に比べると、都会の状況を実際に体験される中で、ふるさとに戻る、柏崎に戻る、

柏崎出身者でなくても柏崎で働いてみようという方は多くなってきていると思います。具体
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的な事例として、2 週間ほど前に、東京有楽町のふるさと回帰支援センターで、柏崎に戻り

たいという相談を受けました。 

施策は、世の中の地方回帰の流れを逃さないために、年度途中ではありますが、U・Iター

ン促進住宅支援事業補助金の制度を改めました。他に直すところがないか、新たに必要な施

策がないか、担当課なども含めて検討を始めているところです。 

 

◎柏崎の経済状況に関する質問 

 

記者：有効求人倍率が 1倍を切っているが、最近の市内の経済状況や雇用状況をどのように

受け止めているか。 

 

市長：柏崎だけではないと思いますが、厳しいです。早くから小規模事業者経営支援補助金

を始めていますが、対象事業者は全部で 3,754 事業者です。その内、昨日の時点で 1,254 事

業者から申請があり、全体の 33％を超えています。前年同月比 30％減少していない事業者が

67％あると肯定的に捉えることもできますが、33％を超えているということは、経済状況や

雇用状況はいまだ厳しいと思っています。 

 また、製造業を中心とした雇用者数が多い事業所でも、市の補助金の申請が多くなってき

ました。やはり、製造業なども雇用や求人は厳しい状況が見込まれるのではないかと思って

います。 

 

記者：新たな経済対策は考えているか。 

 

市長：求人や雇用で大きな分母を持つ製造業が、具体的にどのような状況になってくるかを

見極めながら、さらなる経済対策の必要があれば考えなければなりません。私どもは、あく

まで支援をするということで、皆さんを等しく救うという観点ではなく、事業者が不可抗力

によって力を発揮できないところをお手伝いするので、状況をもう少し定量的に見極めなが

ら判断をしたいと思っています。 
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◎海水浴場に関する質問 

 

記者：柏崎の海水浴場は県外からの観光客が多いが、万が一、他の地域で第二波や緊急事態

宣言が出された場合、海水浴場を閉鎖することはあり得るか。 

 

市長：東京の感染者数がまた一定程度増えていますので、そのような状況になった場合、海

水浴場のみならず施設利用なども含めてまた制限をかける、中止することはあり得ます。 

 

◎中越沖地震から 13 年の所感、避難訓練に関する質問 

 

記者：7 月 16 日で中越沖地震から 13 年経ち、復興はだいたい終わったようだが、市長の今

の所感を伺いたい。また、当日に訓練などは行わないのか。 

 

市長：当日はシェイクアウト訓練を行います。早いものだと実感していますが、拉致問題な

ども含めて、風化させないことがキーワードになっています。中越沖地震を体験してない方々

も多くなった今、風化をさせないよう、このようなことがあったということを伝えていく意

味でも訓練を行います。一番被害を受け、シンボリックなものとして整備をしたえんま通り

などの復興も終わっていますが、復興事業とは別に、残念ながら店舗がなくなっている、も

しくは事業者が減ってきています。中越沖地震の復興、地域経済の縮小、その基となってい

る人口減少などの厳しい現実を目の当たりにして、実感しています。 

 

◎感染症対策を含めた防災避難計画に関する質問 

 

記者：先日、市長は内閣府を訪れて、ヘリの活用も含めた新型コロナウイルス感染症時代の

新たな避難計画について要望されたとのことだが、どのような返答があったのか。 

 

市長：避難計画は、前提として原子力発電所から 30 キロメートル圏内である UPZ の方々を自

宅待機として、その間に原子力発電所から 5キロメートル圏内である PAZ の方々が自家用車

やバスで移動するのが全体の枠組みになっています。それをひっくり返してほしいとは申し

上げませんが、現実問題を考え、想像すると、いざ事故が起こって、UPZ の方々にまだ放射
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線が放出されていないと言ったとしても、恐らく皆さんは車で逃げ始めると思います。そう

すると間違いなく交通渋滞が起こり、PAZ の方々の移動が難しくなります。また、バスと言

っても、バスや運転手の確保に現実性が欠ける部分が出てくる可能性があるので、バス事業

者との協定を大切にしながらも、一方で、自衛隊などの大型ヘリコプターによる移送ももう

少し上位に位置付けをしていただけないかと内閣府に話をしました。内閣府からわかりまし

たという返事はないですが、何度もそのことは申し上げました。国の立場としては、まずは

県がバス事業者などと協定を結ぶことから始めたいということでした。 

 

記者：先日、女川原発の新型コロナウイルス感染症対策も含めた避難計画が出されたが、柏

崎刈羽原発の見通しはどうか。 

 

市長：新たに避難計画を見直しているところで、新型コロナウイルス感染症対策は入れ込ん

でいます。しかし、バス 1つとってみても、密を避けるということになれば、さらに台数も

運転手も必要になります。それを考えると、大型ヘリコプターによる移送なども、新型コロ

ナウイルス感染症が収まらないうちは特に考えていただきたいと申し上げました。国からは、

避難は自衛隊の第一義的な仕事ではないという話を伺い、確かにそうだと思いますが、他の

感染症などが出た場合の移送手段を考えると、自衛隊などのヘリコプターによる移送も考え

ていただきたいと再度申し上げました。 

 

記者：今回、内閣府でいろいろ意見交換をしたと思うが、ヘリコプターによる移送以外に、

新型コロナウイルス感染症対策としてどんな話をしたのか。 

 

市長：国からは、バスのピストン輸送、マスクの着用、座席を十分に離すというような話が

ありますが、ピストン輸送をできる状況なのかということは申し上げました。また、UPZ や

PAZ の方々の行動を想像すると、UPZ の方々は屋内避難ですと申し上げても、間違いなく自分

の車などで逃げ始めるということを考えていただきたいと重ねて申し上げました。福祉施設

などに関しても、車両をどうするかということも含めて、課題がまだ解決されてないとご指

摘をいただいているので、東京電力とも意見交換をしている最中です。 
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記者：東京電力との意見交換という話だが、車両の提供などは、市が用意するバスなどだけ

でなく、東京電力も車両を提供するという話なのか。 

 

市長：PAZ 内にある福祉関係の事業所などが、いざというときの移動に福祉車両が必要にな

るという話でしたが、それぞれの事業者に話を伺ったところ、車両は足りているということ

でした。また、メンテナンスなども含めて、置いておくことも難しいという現場サイドの話

を伺ったので、私どもが仲立ちして東京電力に伝え、いざというときに車両をどこに置いて

おくか、その車両を運転する人員をどのように確保するのかを、現在、東京電力と具体的に

話をしている最中です。 

 

記者：避難計画に新型コロナウイルス感染症対策を入れ込んでいるという話をされたが、全

戸配布している防災ガイドブックをいつまでに改定して、どのように配布するスケジュール

なのか。 

 

市長：防災ガイドブックなども改定しなければなりませんが、その前に、新潟県との整合性

をとり、新潟県は国との整合性をとり、国、県、市が共に連絡調整を行いながら、感染症が

拡大している中での原子力防災、防護を考えなければならないので、いつ頃までにできるか

は申し上げることはできません。なるべく早めにと考えています。 

 

記者：感染症対策を計画に入れ込んだという話だが、具体的にどのような文言を入れこんだ

のか。 

 

市長：入れ込んだ計画を作成中です。先月上旬に内閣府からオープンにされた、新型コロナ

ウイルス感染症拡大を踏まえた、感染症流行下での原子力災害時における防護措置の基本的

な考え方を入れ込んでいます。具体的に国から出されたのは、人と人との距離を確保する、

マスクを着用する、手洗いなどの衛生管理を実施する、自宅などで屋内退避を行う場合には

放射性物質による被曝を避けることを優先し、屋内退避の指示が出されている間は原則換気

を行わないなどです。 
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記者：内閣府の感染症流行下における原子力防災の考え方について、市長はどのように受け

止めているか。 

 

市長：一言で申し上げれば、より現実的なところにブラッシュアップしていただきたいとい

うのが強い願いです。国から示されたことは否定しませんが、それだけでよいのかという考

えはあります。いざというときを想像して、住民の方々がどういう気持ちになって、どうい

う行動を取るのかということを含めて、より現実的なものにブラッシュアップしていただき

たいと思っています。 

 

記者： より現実的というところで、被曝を避けるために換気を行わないことになるが、感

染症流行下での対応としてどのように考えるか。 

 

市長：リスクの大きさを考えて、原子力災害の場合には換気をしないということだと思いま

す。ただし、原子力災害にもフェーズがあって、放射性物質が放出しないような事故の場合

でも本当に換気をしないのか、その判断を誰が、どのように、いつするのかというのはなか

なか難しいと思います。書物としては書けますし、バスも協定を結ぶことはできると思いま

すが、その会社の運転手が柏崎に来てくれるのかというところまでは担保されません。より

実効性を高めるというところは、私も、国も、県も、考えていかなければならないと思いま

す。 

 

記者：6 月 25 日、26 日で訪れたのは内閣府だけか。また、実際に要望を行った相手の肩書

きなどを伺いたい。 

 

市長：まず 25 日は、内閣府、経済産業省・資源エネルギー庁、原子力規制庁に伺いました。

翌日は、総務省、文部科学省にも伺いました。内閣府では原子力防災、避難に関する私の疑

問点を率直にお伝えしました。また、以前、冬場や夜間の柏崎における避難の課題をお伝え

したところ、予算を取って、それに資する施策をという話をいただいていたので、それに関

する相談もしました。資源エネルギー庁と原子力規制庁は年度初めの挨拶です。総務省は、

使用済み核燃料税について、東京電力と柏崎市が合意をした確認書を持って報告に伺いまし

た。資源エネルギー庁は 26 日にも伺いました。柏崎市の職員を派遣していますので、受け入
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れていただいている御礼と、柏崎市が今掲げている地域エネルギービジョンに基づく地域エ

ネルギー会社の設立に対する考え方をお伝えしました。 

 

◎じょんのび村の今後の見通しに関する質問 

 

記者：じょんのび村が再開したが、市長は先月の記者会見で、じょんのび村を再開するには

赤字の原因究明と対策が必要だと話されたと思う。その辺りの見通しについて何か確たるも

のはあるのか。 

 

市長：確たるものはありませんが、方向性は持っています。昨年度から、温泉道場という温

泉などを専門とするコンサルタントを入れて経営の立て直しを考えています。原因は、じょ

んのび村が作られたときのコンセプトが今のニーズに合っておらず、経営体制や考え方が以

前のまま進んできてしまったところだと考えています。今後は、高柳だけの魅力でお客さん

を呼ぶのではなく、例えば貞観園、飯塚邸、松雲山荘などの市内にある魅力を提供して、じ

ょんのび村に泊まっていただくというような提案も含めた考え方を新たに組み立てていかな

ければならないと思います。また、こども自然王国とのさらなる連携も必要だと考えていま

す。 


